
バ
イ
ク
な
ど
に
か
か
る
軽
自

動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。使

用
し
な
い
車
両
や
使
用
不

能
な
車
両
を
お
持
ち
の
方
は
、

３
月
31
日
（
水
）
ま
で
に
廃
車

ま
す
。

と
　
き

４
月
１
日
（
木
）
〜

５
月
31
日
（
月
）

午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
。

と
こ
ろ

資
産
税
課
窓
口

手
数
料
　
無
料

持
ち
物

印
鑑

※
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状

と
代
理
人
の
印
鑑
が
必
要
で

す
。

問
合
せ

資
産
税
課
土
地
係
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
２
４
、
資

産
税
課
家
屋
係
・
資
産
税
係
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
２
５

ら
業
務
を
開
始
し
ま
す
。

所
在
地

小
川
東
町
四
丁
目
２

番
１
号
（
小
平
元
気
村
お
が
わ

東
３
階
）

※
電
話
番
号
は
変
更
あ
り
ま
せ

ん
。

Ω
教
育
相
談
室

学
業
、
性
格
、
行
動
な
ど
子

ど
も
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

Ω
次
の
窓
口
で
手
続
き
を

▽
百
25
≈
以
下
の
二
輪
車
…
市

役
所
市
民
税
課
庶
務
係

▽
百
25
≈
を
超
え
る
二
輪
車
…

東
京
陸
運
支
局
多
摩
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所
ò
０
４
２
（
５

２
３
）
２
４
５
５

▽
軽
三
輪
・
軽
四
輪
車
…
軽
自

動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所
ò
０

４
２
（
５
２
５
）
４
３
６
０

問
合
せ

市
民
税
課
ò
042
（
３

４
６
）
９
５
２
１

と
　
き

３
月
25
日
（
木
）

午
前
10
時
〜
11
時
45
分
、
午
後

１
時
〜
３
時
30
分

と
こ
ろ

市
役
所
１
階
ロ
ビ
U

対
　
象

16
歳
〜
69
歳
の
方

（
65
歳
以
上
の
方
は
、
60
歳
以

降
に
献
血
経
験
の
あ
る
方
に
限

り
ま
す
）

※
献
血
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

主
　
催

小
平
市
献
血
推
進
協

議
会

問
合
せ

健
康
セ
ン
タ
U
ò
042

（
３
４
６
）
３
７
０
０

相
談
日
　
月
曜
〜
金
曜
日

▽
面
接
相
談
…
午
前
11
時
〜
午

後
６
時
（
要
予
約
）

▽
電
話
相
談
…
午
前
10
時
30
分

〜
午
後
６
時

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
。

利
用
で
き
る
方

市
内
在
住
・

在
学
の
小
・
中
学
生
と
そ
の
保

護
者

Ω
あ
ゆ
み
教
室

市
立
小
・
中
学
校
に
在
籍
す

る
不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
が
通

う
教
室
で
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り

の
状
況
に
応
じ
て
学
習
、
生
活

を
し
ま
す
。
申
込
み
は
在
籍
校

を
と
お
し
て
行
い
ま
す
。

問
合
せ

教
育
相
談
室
ò
042

（
３
４
３
）
９
４
１
１
、
あ
ゆ

み
教
室
ò
042
（
３
４
３
）
９
２

７
１

火
災
に
よ
る
死
者
を
防
止
す

る
た
め
に
は
、
早
期
に
火
災
を

発
見
し
、
避
難
す
る
こ
と
が
最

も
大
切
で
す
。
火
災
を
早
期
に

感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
住
宅

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
に
は
、

居
間
や
階
段
な
ど
に
設
置
す
る

煙
式
、
台
所
や
ガ
レ
U
ジ
な
ど

に
設
置
す
る
熱
式
、
火
災
の
ほ

か
に
ガ
ス
漏
れ
な
ど
に
も
感
知

す
る
複
合
式
が
あ
り
ま
す
。
価

格
は
、
煙
式
・
熱
式
６
千
円
〜

１
万
２
千
円
程
度
、
複
合
式
１

万
３
千
５
百
円
程
度
で
す
。

問
合
せ

小
平
消
防
署
ò
042

（
３
４
１
）
０
１
１
９

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
す
る
と
き
、
や
め
る
と

き
、
退
職
者
医
療
制
度
へ
の
切

り
替
え
の
と
き
な
ど
は
、
変
更

の
あ
っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
る

と
、
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保

税
）
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
り
、

そ
の
間
の
医
療
費
が
全
額
自
己

負
担
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

ま
た
、
や
め
る
手
続
き
が
遅

れ
、
誤
っ
て
国
保
の
被
保
険
者

証
を
使
っ
て
受
診
す
る
と
、
国

保
で
負
担
し
た
医
療
費
を
あ
と

で
返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
、
国
保
税
も
課
税
さ
れ
た
ま

ま
に
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

東
京
都
は
、
４
月
１
日
か

ら
、
多
摩
地
域
の
保
健
所
を
７

か
所
に
再
編
し
て
、
健
康
危
機

管
理
機
能
や
市
町
村
支
援
機
能

な
ど
、
地
域
保
健
に
お
け
る
広

域
的
、
専
門
的
お
よ
び
技
術
的

拠
点
と
し
て
の
機
能
を
強
化
し

ま
す
。
現
在
の
多
摩
小
平
保
健

所
と
多
摩
東
村
山
保
健
所
が

「
多
摩
小
平
保
健
所
」
と
し
て

再
編
さ
れ
、
小
平
市
、
東
村
山

市
、
清
瀬
市
、
東
久
留
米
市
、

西
東
京
市
を
担
当
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

問
合
せ

多
摩
小
平
保
健
所
地

域
保
健
推
進
室
ò
０
４
２
４

（
50
）
３
１
１
１

警
視
庁
で
は
、
少
年
の
家
出

Ω
国
保
の
資
格
取
得
日
と
資
格

喪
失
日

資
格
取
得
日
は
、
加
入
前
の

や
非
行
問
題
な
ど
で
お
悩
み
の

方
に
、
電
話
や
面
談
に
よ
り
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

Ω
警
視
庁
少
年
育
成
課
立
川
少

年
セ
ン
タ
U

と
　
き

▽
平
日
…
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分

電
　
話

ò
０
４
２
（
５
２

２
）
６
９
３
８

Ω
警
視
庁
少
年
育
成
課
保
護
相

談
係

と
　
き

▽
平
日
…
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分

電
　
話

ò
03
（
３
５
９
２
）

１
６
４
０

Ω
ヤ
ン
グ
・
テ
レ
ホ
ン
・
コ
U

ナ
U

と
　
き

▽
平
日
…
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
８
時

▽
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
…
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

電
　
話

ò
03
（
３
５
８
０
）

４
９
７
０

問
合
せ

警
視
庁
少
年
育
成
課

保
護
相
談
係
ò
03
（
３
５
９

２
）
１
６
４
０

健
康
保
険
の
資
格
喪
失
日
や
転

入
日
な
ど
で
す
。
資
格
喪
失
日

は
、
職
場
な
ど
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
日
の
翌
日
、
転
出

日
、死
亡
日
の
翌
日
な
ど
で
す
。

届
け
出
を
し
た
日
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

勤
務
内
容

車
い
す
使
用
児

童
・
生
徒
の
学
校
内
で
の
介
助

勤
務
場
所

市
立
小
・
中
学
校

勤
　
務

週
２
〜
３
日
　
午
前

８
時
15
分
か
ら
児
童
の
下
校
時

刻
ま
で
（
勤
務
時
間
が
６
時
間

を
超
え
る
場
合
は
、
45
分
の
休

憩
あ
り
）

応
募
資
格

18
歳
以
上
の
健
康

な
方
で
、
４
月
以
降
働
け
る
方

（
高
校
生
を
除
く
）

募
集
人
数

若
干
名

賃
　
金

時
給
８
百
90
円
（
交

通
費
支
給
な
し
）

申
込
み

３
月
31
日
（
水
）
ま

で
に
、
履
歴
書
（
写
真
を
は
っ

た
も
の
）
を
問
合
せ
先
へ
本
人

が
持
参

問
合
せ

指
導
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
７
２

国
保
は
、
皆
さ
ん
の
納
め
る

国
保
税
で
支
え
ら
れ
て
い
ま

す
。国

保
税
の
支
払
い
は
、
便
利

で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

保
険
年
金
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
２
９

平
成
16
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
固
定
資
産
税
の
課
税
対

象
と
な
る
土
地
・
家
屋
を
お
持

ち
の
本
人
ま
た
は
そ
の
関
係
者

（
所
有
者
と
同
一
世
帯
の
親

族
、
納
税
管
理
人
な
ど
）
は
、

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

を
見
る
こ
と
（
縦
覧
）
が
で
き

と
　
き

４
月
８
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ

市
役
所
３
階
３
０
１

会
議
室

予
定
案
件

小
平
都
市
計
画
用

途
地
域
の
変
更
ほ
か

定
　
員

７
人

申
込
み

当
日
、
午
前
９
時
30

分
か
ら
問
合
せ
先
で
受
け
付
け

（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ

総
合
計
画
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
５
４

教
育
相
談
室
と
あ
ゆ
み
教
室

は
、
小
平
元
気
村
お
が
わ
東
に

移
転
し
、
４
月
１
日
（
木
）
か
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※上記の各届け出を代理人が行う場合は、代理人の印鑑も必要です。
※加入手続きの場合、家族がすでに小平市国保に入っているときは、
その被保険者証を持参してください。

※老人保健法などの医療証を受けている方は、それぞれの医療証も持
参してください。

※出生・死亡の届け出で、出産育児一時金、葬祭費の支給対象となる
場合は、世帯主などの銀行口座番号をメモしてきてください。

こ ん な と き 手続きに必要なもの
小平市に転入したとき

子どもが生まれたとき

職場などの健康保険をやめ
たとき
生活保護を受けなくなった
とき

(転入届出後、国保係へ)

印鑑、被保険者証、母子健康手帳

保護廃止決定通知書

死亡したとき

被保険者証をなくしたとき

被保険者証、保護開始決定通知書

被保険者証

在学証明書、被保険者証、転入先
の住民票

健康保険をやめたことを証明
するもの

住所(市内転居)・氏名・世帯
主などに変更があったとき

納税通知書・自動車運転免許証など、本
人であることを証明するもの、印鑑

国
保
に
入
る
場
合

小平市から転出するとき
職場などの健康保険に加入
したとき

被保険者証(転出届出後、国保係へ)
被保険者証、勤務先の被保険
者証

印鑑、被保険者証、葬祭費用
の領収書など

被保険者証、施設などに入園
する場合には在園証明書

被保険者証、年金証書(厚生年
金保険裁定通知書)など

生活保護を受けるようにな
ったとき

国
保
を
や
め
る
場
合

そ

の

ほ

か

修学で住所地を離れるため、
別個に被保険者証が必要な
とき
旅行などで住所地を離れる
ため、別個に被保険者証が
必要なとき
被用者年金を受給するよう
になり、退職者医療制度に
該当したとき

国民健康保険の届け出に必要なもの

献
血
に
ご
協
力
を

備

え

よ

う

住
宅
用
火
災
警
報
器

多
摩
小
平
保
健
所
が

変

わ

り

ま

す

家
出
人
・
少
年
相
談

窓

口

の

開

設

国
民
健
康
保
険

届

け

出

は

２

週

間

以

内

に

小
平
市
の
概
要
、
施

策
、
ま
ち
の
風
景
な
ど
を

紹
介
し
た
「
小
平
市
勢
要

覧
２
０
０
４
」（
Ａ
４
判
、

52
ペ
U
ジ
）
を
販
売
し
て

い
ま
す
。

価
　
格

１
千
２
百
円

販
売
場
所

市
役
所
１
階

市
政
資
料
コ
U
ナ
U
、
東

部
・
西
部
出
張
所

問
合
せ

広
報
広
聴
課
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
０
５

金
が
加
算
さ
れ
る
ば
か
り

で
な
く
、「
差
し
押
さ
え
」

な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

事
情
が
あ
っ
て
納
期
内

に
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
方

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

収
納
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

平
成
15
年
度
の
市
税

（
市
・
都
民
税
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽

自
動
車
税
、
国
民
健
康
保

険
税
）
は
、
い
ず
れ
も
納

期
が
過
ぎ
ま
し
た
。
ま
だ

納
め
て
い
な
い
方
は
、
早

急
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。納

期
を
過
ぎ
る
と
延
滞

す
。新

年
度
の
納
税
通
知
書

を
発
送
の
際
に
口
座
振
替

申
請
書
を
同
封
し
ま
す

が
、
２
期
か
ら
の
振
替
に

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
合
せ

収
納
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
２
６

平
成
16
年
度
１
期
か
ら

新
た
に
口
座
振
替
で
の
納

税
を
ご
希
望
の
方
は
、
４

月
16
日
（
金
）
ま
で
に
取

り
引
き
の
あ
る
金
融
機
関

ま
た
は
郵
便
局
、
市
役
所

収
納
課
お
よ
び
東
部
・
西

部
出
張
所
で
口
座
振
替
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま

納

税

に

は

便

利

な

口

座

振

替

を

市

勢

要

覧

２

０

０

４

を

販
　
　
売
　
　
中

市

税

の

納

め

忘

れ

は

あ

り

ま

せ

ん

か

固
定
資
産
税

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

使

用

し

な

い

バ

イ

ク

な

ど

は

３

月

中

に

廃
車
の
手
続
き
を

小
平
市
都
市
計
画

審

議

会

が

傍

聴

で

き

ま

す

通
　
常
　
学
　
級

児
童
・
生
徒
介
助

臨

時

職

員

募

集


